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第１章 計画概要

１－１ 計画策定の背景と目的

第１章 計画概要
１－１ 計画策定の背景と目的

１－２ 計画区域
・本計画の計画区域は、“犬山市全域”とします。

１－２ 計画区域

1

稲沢市

一宮市

江南市

扶桑町

羽島市

美濃加茂市

各務原市 可児市
岐南町

笠松町

坂祝町

犬山市

・国は、交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、交通における自動車への
依存の程度を低減することにより、公共の利益の増進に資することなどを基本理念とし
た「自転車活用推進法」を２０１７年（平成２９年）５月に施行しました。

同法の第１０条および１１条においては、都道府県・市町村は、国の推進計画を勘案
して地域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（都道府県自転
車活用推進計画又は市町村自転車活用推進計画）を定めるよう努めなければならない旨
が記載されています。

・愛知県は『①自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成』『②自転車を利用し
た健康づくりによる「健康⾧寿あいちの実現」』『③サイクルツーリズム促進による国
内外からの人が訪れるあいちの実現』『④自転車事故のない安全で安心な社会の実現』
という４つの目標を定めた「愛知県自転車活用推進計画」を２０２０年（令和２年）２
月に策定し、近年の社会情勢の変化等を踏まえて２０２３年（令和５年）３月に同計画
を改定しました。なお、２０２６年（令和８年）３月時点において、愛知県内では１０
の市※において自転車活用推進計画が策定・公表されています。

※豊橋市、岡崎市、一宮市、田原市、豊田市、安城市、春日井市、刈谷市、名古屋市、岩倉市
（出典：国土交通省 自転車活用推進計画）

・本市は、地域課題や住民ニーズ、広域的な交通ネットワークの構築の観点から総合的な
自転車活用の推進に資する、自転車利用者に配慮した自転車通行空間のネットワーク形
成を推進します。
それらの取組みの効率的かつ効果的な実現や誰もが安全・快適に自転車を利用できる環
境構築をめざして「犬山市自転車活用推進計画」を策定します。

図 計画区域



第１章 計画策定の背景

１－３ 計画期間

１－３ 計画期間

１－４ 計画の位置づけ

１－４ 計画の位置づけ

・本計画は、自転車活用推進法第１１条に基づくとともに、安全で快適な自転車利用環境創
出ガイドライン（令和６年６月国土交通省道路局・警察庁交通局）（以下、「ガイドライ
ン」という。）、国及び愛知県の自転車活用計画を勘案して定めるものであることから、
自転車活用推進法第１１条における「市町村自転車活用推進計画」として位置づけます。

・また、本市の自転車に関する施策を取りまとめた最上位の計画として位置づけます。
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年度

国
自転車
活用推
進計画

愛知県
自転車
活用推
進計画

犬山市
自転車
活用推
進計画

第１次 第２次 第３次

第１次 第２次 第３次（想定）

第１次

表 計画期間

図 計画の位置付け
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・本計画の計画期間は２０２７年度（令和９年度）から２０３６年度（令和１８年度）ま
での１０年間とします。

修正中



第6章 計画の推進体制および
フォローアップ方法

第5章 方針と実施スケジュール

第１章 計画策定の背景

１－５ 計画の構成

１－５ 計画の構成

第2章 自転車利用環境を
取り巻く動向

第3章 犬山市の自転車
利用環境の現状

図 計画の構成

・本計画は下記の第１章～第６章により構成されます。

第1章 計画概要

第4章 基本理念と計画目標
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第２章 自転車利用環境を取り巻く動向

２－１ 国の動向

第２章 自転車利用環境を取り巻く動向
２－１ 国の動向

・２０１７年（平成２９年）５月に「自転車活用推進法」が施行されました。自転車の活
用による環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等を図るこ
となどの新たな課題に対応するため、交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増
進し、交通における自動車への依存の程度を低減することによって、公共の利益の増進
に資することなどを基本理念としています。

・同法第９条に基づき、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図
るための基本計画である「自転車活用推進計画」が、２０１８年（平成３０年）６月に
閣議決定されました。

・同法の第１０条および１１条においては、都道府県・市町村は、国の推進計画を勘案し
て地域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（都道府県自転車
活用推進計画又は市町村自転車活用推進計画）を定めるよう努めなければならない旨が
記載されています。

・計画の策定に向けて検討する際の参考となる情報を整理した、「地方版自転車活用推進
計画策定の手引き（案）」が２０１８年（平成３０年）８月に公表されました。

・近年の社会情勢の変化等を踏まえて、２０２１年（令和３年）５月に「第２次自転車活
用推進計画」が閣議決定されました。

主な内容時期

「自転車活用推進法」の施行2017年
(平成29年) 5月

「自転車活用推進計画」の閣議決定2018年
(平成30年) 6月

「地方版自転車活用推進計画策定の手引き（案）」の公表2018年
(平成30年) 8月

「第２次自転車活用推進計画」の閣議決定2021年
(令和3年) 5月

「道路交通法」の改定
➞全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務化

2023年
(令和5年) 4月

「道路交通法」の改定
➞特定小型原動機付自転車（電動キックボード等）の利用・通行

ルールの指定（例：16歳未満の運転禁止、車道通行の原則など）

2023年
(令和5年) 7月

「道路交通法」の改定
➞「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」が罰則の対象

2024年
(令和6年) 11月

「道路交通法」の改定
➞自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)を適用

2026年
(令和8年) 4月

図 国の自転車に関する主な動向

4



第２章 自転車利用環境を取り巻く動向

２－２ 愛知県の動向

２－２ 愛知県の動向

主な内容時期

「愛知県自転車活用推進計画」の策定2020年
(令和2年) 2月

「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の一部施行
➞自転車利用者のヘルメット着用を努力義務とする
➞自転車損害賠償責任保険等への加入を義務とする

2021年
(令和3年) 10月

「愛知県自転車活用推進計画」の改定2023年
(令和5年) 3月

図 愛知県の自転車に関する主な動向

5

TOPIC：木曽川中流域サイクルツーリズムの概要【国・県・市の取組み】

出典：木曽川上流河川事務所

・木曽川中流域では、木曽川の広大な河川空間や自然環境、歴史・文化資源を活
かし、関係自治体や民間等が連携して、広域的なサイクリングネットワークの
形成と水辺空間の利活用を通じた、レクリエーション・健康づくり・地域活性
化の取組みを推進しています。

『木曽川
中流域自転車
で繋ぐかわ
まちづくり

計画』の登録
令和7年8月

・愛知県は「愛知県自転車活用推進計画」を２０２０年（令和２年）２月に策定しました。
同計画には 『①自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成』『②自転車を利用
した健康づくりによる「健康⾧寿あいちの実現」』『③サイクルツーリズム促進による
国内外からの人が訪れるあいちの実現』『④自転車事故のない安全で安心な社会の実
現』 という４つの目標を定めて、これらの目標達成に向けて取り組んできました。

・国の「第２次自転車活用推進計画」が２０２１年（令和３年）５月に閣議決定されたこ
とを踏まえて、愛知県は２０２３年（令和５年）３月に「愛知県自転車活用推進計画」
を改定しました。

□犬山市の位置付け
犬山市は、木曽川沿川に

位置する１２市町の１つと
して、木曽川中流域サイク
ルツーリズムのメインルー
トの一部を構成します。

広域サイクリングルート
と市街地・観光拠点を結び、
地域内外の回遊性向上に寄
与する役割を果たします。



第３章 犬山市の自転車利用環境の現状

第３章 犬山市の自転車利用環境の現状

6

３－１ アンケート調査の概要
・本計画の策定にあたり、自転車利用のニーズや課題、交通ルール等への意識を把握する

ため、アンケート調査を行いました。
・なお、アンケートは「一般市民・高校生・中学生」別に行い、利用実態等の傾向につい

て把握しました。

1,572298506（50.6％）
※紙：247 Web：259

郵送アンケート方式
（2次元コードによる

Webアンケート併用）

19歳以上の犬山市在住者
※1,000名

市内高等学校生徒
・愛知県立犬山高等学校
・愛知県立犬山総合高等学校

Webアンケート方式

市内中学校生徒
・犬山市立犬山中学校（564）
・犬山市立城東中学校（420）
・犬山市立南部中学校（312）
・犬山市立東部中学校（267）

表 アンケート調査概要

３－１ アンケート調査の概要



第２章 自転車利用環境を取り巻く動向

３－２ 犬山市の自転車利用環境の整備ニーズ

３－２ 犬山市の自転車利用環境の整備ニーズ
・市民が求める自転車利用環境に関する意見をまとめました。
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N=506

N=298

N=1,572



第３章 犬山市の自転車利用環境の現状

市街化区域

犬山市

市街化区域 市街化調整区域

高低差

約20m

起伏が激しい

面積

約74.97㎢

-参考- 犬山市の地形 ・犬山市では、市街化区域は比較的平坦である一方、周辺部では起伏の大
きい地形が広がっています。

データ：国土地理院

N

8

３－３ 自転車の利用状況
(１) 自転車分担率
・中京都市圏内の市町村の自転車分担率を比較すると、本市は第５５位（約７％）に位置

しており、中京都市圏全体の平均自転車分担率の約１０％を下回ります。

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

自
転
車
分
担
率

犬山市(55位/96位)

約7％

豊山町(1位)
約16％

名古屋市(2位)
約15％

中京都市圏全体の
自転車分担率は

約10％

図 自転車分担率 出典：第5回中京都市圏パーソントリップ調査
（平成23年）

３－３ 自転車の利用状況



第３章 犬山市の自転車利用環境の現状

(２) 利用経路と走行位置
・アンケート結果から、自転車での走行頻度が高いと考えられる経路を整理しました。
・なお、『車道』ではなく『歩道』を走行する方が多い傾向にあります。

【備考】各回答を「回答数÷全回答数(一般市民・高校生・中学生)」で算出したPtに換算し、集計・分析

図 利用経路（一般市民・高校生・中学生） データ：アンケート結果

『歩道』を
通行する

約７割

『歩道』を
通行する

約８割

『歩道』を
通行する

約７割

9

３－３ 自転車の利用状況



（３）自転車等駐車場の利用状況

第３章 犬山市の自転車利用環境の現状

N

①犬山駅周辺

②犬山遊園駅周辺

③犬山口駅周辺

④善師野駅周辺

⑤富岡駅周辺

⑥楽田駅周辺

⑦羽黒駅周辺

図 位置図

利用
集中
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犬山駅東第１
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犬山駅東第２

自転車等駐車場

犬山駅東第３

自転車等駐車場

犬山駅西第１

自転車等駐車場

犬山駅西第２

自転車等駐車場

臨時犬山駅西第２

自転車等駐車場

（台/日） □ 収容可能台数
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自転車等駐車場
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犬山口駅北

自転車等駐車場

（台/日） □ 収容可能台数
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善師野駅南第１

自転車等駐車場

善師野駅南第２

自転車等駐車場

善師野駅北

自転車等駐車場

（台/日） □ 収容可能台数

209
139
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楽田駅東

自転車等駐車場

楽田駅西

自転車等駐車場

（台/日） □ 収容可能台数

43
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羽黒駅東第１

自転車等駐車場

羽黒駅東第２

自転車等駐車場

（台/日） □ 収容可能台数

2
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富岡前駅北

自転車等駐車場

富岡前駅南

自転車等駐車場

（台/日） □ 収容可能台数

利用
集中

10

・鉄道駅周辺に公共自転車等駐車場が設置されており、特に犬山駅・善師野駅・楽田駅・
羽黒駅周辺で利用が集中しています。また、善師野駅・楽田駅では収容台数を超える時
間帯がある可能性があります。

３－３ 自転車の利用状況



第３章 犬山市の自転車利用環境の現状

３－４ 駐輪環境と放置自転車の状況
・愛知県の放置自転車台数の前年度比が大きく減少しているのに対し、犬山市はほぼ横

ばいに推移しています。

出典：犬山市提供図 放置自転車の推移（犬山市）

放置自転車（善師野駅）

放置自転車（善師野駅）

161
142 139
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200

令和4年度 令和5年度 令和6年度

市内駐車場※における放置自転車（台/年）

※犬山市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例 別表2に記載の自転車等駐車場を対象

-12%

-2%

11

・愛知県における、２０２５年度の放置自転車台数調査では、自転車等放置台数は前年度から
３５８台もの台数が減少（－１０.０％）しています。

-参考- 愛知県における放置自転車の推移

出典：2025年度自転車駐車等に関する実態調査結果について／愛知県HP

図 放置自転車の推移（愛知県）

放置台数

10%減

３－４ 駐輪環境と放置自転車の状況
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３－５ 健康づくりにおける自転車利用

(１) 健康習慣
・メタボリックシンドローム“該当者”及び“予備軍”の割合をみると、犬山市はやや増加傾

向にあります。

・自動車や電車での通勤よりも、自転車を利用した方がメタボに起因する心疾患の発症リスクが
減少している研究結果があります。

-参考- 健康と自転車利用に関する研究事例

出典：Health Data File メタボ編／株式会社シマノ

図 メタボリックシンドローム割合の推移（犬山市）
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11.0 11.0 11.3 11.9 
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

メタボリックシンドローム該当者割合及び

予備軍者割合の推移の比較

該当者割合 予備軍者割合

12

出典：第3次みんなで進めるいぬやま健康プラン21

３－５ 健康づくりにおける自転車利用
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(２) 運動習慣
・アンケートでは、『自転車を利用した健康づくりや余暇活動』をしていない方が大半を

占める結果となりました。

11%

43%

47%

自転車を利用して健康づくりや余暇活動をし

ている
興味はあるが、自転車を活用した健康づくり

や余暇活動はしていない
興味がないので、自転車活用もしていない

18%

37%

45%

自転車を利用して健康づくりや余暇活動をし

ている
興味はあるが、自転車を活用した健康づくり

や余暇活動はしていない
興味がないので、自転車活用もしていない

『して
いない』

約９割

『して
いない』

約８割

N=481

N=429

13

３－５ 健康づくりにおける自転車利用
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３－６ 観光・イベントにおける自転車利用

(１) 犬山市の主な観光資源

-参考- シェアサイクルの利用状況

写真：名鉄協商パーキング犬山駅前のシェアサイクル

利用回数
GW期間（令和7年4月28日～5月5日）の間で、

16回の利用がありました。

国宝犬山城 野外民族博物館リトルワールド

・室町時代に築城され
たといわれる城で、
現存する天守は日本
最古のものです。

・濃尾平野の扇の要に
位置し、周辺には犬
山城下町の古い町並
みや明治村等の観光
施設があります。

博物館明治村 日本モンキーパ―ク

・明治時代を中心とす
る歴史的建造物を移
築・保存する野外博
物館です。

・重要文化財11件を含
む60を超える建造物
のご見学をはじめ、
様々な体験やグルメ
を楽しむことができ
ます。

木曽川鵜飼 入鹿池

・1300年もの歴史が
ある伝統的な漁法
で、10羽の鵜を操
り鮎などの川魚を
捕まえます。

・ライトアップされ
国宝犬山城を背景
に、幻想的な歴史
絵巻が目の前で繰
り広げられます。

・世界各国の民族資料
を展示した本館展示
室と家屋が立ち並ぶ
野外展示場で構成さ
れた野外博物館です。

・世界のグルメの食べ
歩きや民族衣装など
を体験できます。

・30種類以上のアトラ
クションが揃う、フ
ァミリー向けの遊園
地です。

・季節ごとのイベント
や、キャラクターシ
ョーの他、夏期限定
でオープンする屋外
レジャープールが人
気です。

・周辺約18Kmの広大
なエリアを持ち、貯
水量においても日本
有数の人工池として
知られています。

・ワカサギ釣りやブ
ラックバス釣りのス
ポットとして高い人
気があり、全国から
多くの人が訪れます。

図 シェアサイクルの利用経路
データ：カリテコ提供データを基に作成

14

３－６ 観光・イベントにおける自転車利用

・犬山市内には、国宝犬山城をはじめとする、歴史・文化系の観光施設や日本モンキー
パーク等のレジャー施設、また、木曽川鵜飼や入鹿池等の自然系の観光地が市内に点在
しています。
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(２) イベントの開催状況

・木曽川中流域で、流域の自然や食、歴史文化を体感するサイクリングイベントや犬山市
内の観光地を自転車で巡るポタリングイベントを実施しています。

ツール・ド・KISOGAWA

参加者意見
・木曽川を眺めながらの大変走り
やすいルートだった。
・今後も継続して開催して欲しい。
・ルート案内看板も設置されてお
りスムーズに走行できたが、一部
だけ分かりづらい箇所もあった。

延べ参加者
約1.4万

人

自転車散歩 in いぬやま
・犬山市内で、犬山ポタリングクラブが主催の、観光地を自転車で巡るポタリングイベン

トを実施しています。

15

出典：River to Summit2024 HP

出典：犬山市ポタリングクラブ提供

３－６ 観光・イベントにおける自転車利用

出典：犬山市提供
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３－７ 自転車事故の発生状況
(１) 事故発生状況

出典：愛知県警察提供データ（2020～2024年）

0

20

40

60

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

事故発生件数

増加傾向

-参考- 2024年における自転車事故の内訳

正面衝突
2%

出合頭
63%

左折時
13%

右折時
20%

その他
2%

（市）富岡荒井線
2%

（県）浅井犬山線
2%

（主）春日井各務原線
20%

（県）斎藤羽黒線
4%

（県）御嵩犬山線
2%

（主）一宮犬山線
9%

その他市道
61%

出会い頭

約６割

市道

約６割
（交差点部：約9割 / 単路部：約1割）

（件）

16

出典：愛知県警察提供データ

・２０２１ （令和３年）年以降、自転車事故は増加傾向にあります。
・事故類型は車両相互の事故が大半を占め、その中でも「出会い頭」が最も多くなってい

ます。事故発生場所は市道が最も多く約６割を占め、次いで（県）春日井各務原線が多
くなっています。

３－７ 自転車事故の発生状況

修正中
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(２) ヒヤリハット
・アンケートでは、『通行できるスペースが狭い』『路面に段差や凹凸がある』といった、

道路整備に関するヒヤリハットを感じる方が多い結果となりました。

Q.危ない、走りにくいと感じることがあれば教えてください。

N=172

N=429

N=1,37217

や
や
高
い

や
や
高
い

や
や
高
い

３－７ 自転車事故の発生状況
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３－８ 自転車の利用意識

３－８ 自転車の利用意識
(１) 自転車の利用ルールの認知度と遵守率

18

・アンケート（一般市民）では、自転車の利用ルールの認知度はほとんどの項目で８０％
以上ですが『走行位置』や『並走禁止』のルールの認知度は６０％以下と低い傾向にあ
ります。

Q. あなたがご存じの自転車の利用ルールを選んでください。

平均
約８割
知っている

Q. 日常で、よく守られていると思う自転車の利用ルールを選んでください。

N=506

N=506

や
や
低
い

平均
約３割

守られて
いる



Q. あなたがご存じの自転車の利用ルールを選んでください。

Q. 日常で、よく守られていると思う自転車の利用ルールを選んでください。

第３章 犬山市の自転車利用環境の現状

N=429

N=429
19

平均
約７割
知っている

や
や
低
い

平均
約３割

守られて
いる

・アンケート（高校生）では、自転車の利用ルールの認知度はほとんどの項目で８０％以上
ですが『通行位置』や『並走禁止』のルールの認知度は６０％以下と低い傾向にあります。

３－８ 自転車の利用意識



Q. あなたがご存じの自転車の利用ルールを選んでください。

Q. 日常で、よく守られていると思う自転車の利用ルールを選んでください。

第３章 犬山市の自転車利用環境の現状

N=1,572

N=1,572

20

平均
約８割
知っている

平均
約６割

守られて
いる

や
や
低
い

・アンケート（中学生）では、自転車の利用ルールの認知度はほとんどの項目で８０％以上
ですが『通行位置』や『並走禁止』のルールの認知度は６０％以下と低い傾向にあります。

３－８ 自転車の利用意識
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(２) 自転車損害賠償責任保険等

31%

27%
6%

6%

20%

9%
知っている（加入している）

知っている（加入していない）

知っている（加入しているか分からない）

知らない（加入している）

知らない（加入していない）

知らない（加入しているか分からない）

22%

9%

20%

4%

5%

40%

知っている（加入している）

知っている（加入していない）

知っている（加入しているか分からない）

知らない（加入している）

知らない（加入していない）

知らない（加入しているか分からない）

約５割
加入の

義務化を
認知

Q.令和3年10月1日から愛知県条例により自転車損害賠償責任保険等への加入が
義務化されたことをご存じですか。また、加入していますか。

N=492

N=429

21

約６割
加入の

義務化を
認知

71%

29%

知っている 知らない

59%

41%

知っている 知らない

N=498 N=429 N=1,572

(３) 罰則規定（交通反則通告制度導入）の認知度

約３割
知らない

約３割
知らない

約５割
知らない

・自転車陪乗責任保険等の加入義務は、一般市民の約６割の方が認知しており、約４割の
方が加入しています。

・高校生では、約５割の方が認知しており、約３割の方が加入しているという結果となり
ました。

・２０２６年（令和８年）４月１日より適用された「交通反則通告制度（青切符）」につ
いて、約３～５割の方が認知していません。

３－８ 自転車の利用意識
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(４) 自転車の施錠状況

約３割
自宅で施錠
していない

(５) 災害時の自転車活用

N=498 N=429 N=1,572

N=492 N=429

22

約３割
自宅で施錠
していない

約３割
自宅で施錠
していない

約５割
利用しない約２割

利用しない

・大半の方がいつも施錠しておりますが、約３割の方が自宅ではしていません。

・一般市民と高校生の方で傾向は大きく異なり、特に高校生では半数以上が災害時に自転
車を利用するつもりはないと回答しました。

３－８ 自転車の利用意識



第４章 基本理念と計画目的

理由課題区分
犬山市の自転車分担率が中京都市圏平均を下回り、自動車依存の傾
向にあります。

移動手段に“自転車を選択”
したくなる基盤整備等の推進

自転車の
利用状況

都
市
環
境

学生は通学時以外も自転車を利用する方が多いですが、一般市民の
方は、ほとんど利用しない方が大半を占めています。
一般市民の方よりも、高校生は複数人で自転車を利用する傾向にあ
ります。
一般市民の方は、約4割が自転車を持っていません。
一部の市営自転車等駐車場（善師野駅・楽田駅）で需要超過が懸念
されます。

自転車の受け入れ体制の構築
市営自転車等駐車場の利用は、犬山駅・羽黒駅・楽田駅が比較的多
いです。
市営自転車等駐車場にはラックがなく、過度に密集した駐輪があり
ます。

快適な駐輪環境と盗難防止
方針の推進

自転車
利用環境

県内の放置自転車は減少傾向にあるが、犬山市の放置自転車数は横
ばいのまま推移しています。
自転車等駐車場の不足により、需要超過の状態が生じている所があ
ります。
車道は“危ない”“走りくい”という理由で、自転車で歩道を通行する
方が大半を占めています。歩行者・自転車・車両が共存

する自転車通行空間の整備
の推進

安全な
自転車
通行空間
の確保

学生は“最短な道”、一般市民の方は“安全な道・走りやすい道”を選
択する傾向にあります。
市民の運動不足と考えられる人数が横ばいのまま推移しています。自転車利用による健康効果

のPR健康と
運動習慣

健
康

自転車を活用した健康づくりや余暇活動をしている方は少ないです。
普段、自転車を利用する一般市民の方の利用目的うち、“通勤・買
い物”が過半数を占めています。

市内の企業や商業施設等と
連携した自転車利用の促進

犬山駅前にシェアサイクルが整備されているものの、GWの利用は
限定的です。

豊富な地域資源を活かした、
自転車での市内周遊の促進観光観

光
・

イ
ベ
ン
ト 官民が連携したサイクリングイベントが実施できていません。サイクリングイベントの充実イベント

開催

自転車事故が緩やかに増加傾向にあります。
自転車事故の減少に向けた
自転車通行空間整備と
ネットワークの構築

自転車
事故

安
全

自動車等の免許を保有していない方は一般市民の方で約1割あり、
日常生活の中で自転車の交通ルールを学ぶ機会がない方が一定数い
ることが懸念されます。

交通ルール等の理解促進
自転車の
利用意識

一般市民よりも、高校生のルールの認知度は、全体的に低く、双方
に共通して、通行位置や道路標記に関する認知度は低いです。
また、一般市民の方は、まわりが交通ルールを遵守できていると思
う方は多くありません。
市の補助制度や国の法制度に関する認知度は、高くありません。
自転車の施錠は、多くの方が施錠をしているが、自宅ではしていな
い方が一定数見られます。
一般の方はヘルメット着用が約3割にとどまり、中学生の約6割と
比べて著しく低いです。
災害時に自転車を活用しない、または、自転車を持っていないと回
答する方が大半を占めています。

災害時の自転車活用方法
の周知

安全な自転車利用のための、ドライバーへのお願いとして、追い越
し時の幅の確保や速度の抑制を求める方が大半を占めています。
中学生も同じ傾向ですが、路上駐車の抑制については、約３割と多
い傾向にあります。

ドライバーのマナー向上と
安全意識の定着

ドライバー
の自転車利
用者に対す
る配慮等

表 主な課題
・犬山市の自転車利用に関する、現状と主な課題を次の通りまとめました。

４－１ 現状と主な課題

第４章 基本理念と計画目標
４－１ 現状と主な課題

23



第４章 基本理念と計画目的

４－２ 基本理念

４－３ 計画目標

都
市
環
境

健
康

観
光
・
イ
ベ
ン
ト

安
全

自転車交通の役割拡大を見据えた

良好な都市環境の形成と利用促進

自転車を活用した

健康づくりの気運醸成

自転車で観光地や

自然資源をめぐる市内周遊の促進

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

歩行者・自転車・自動車が

安全に通行できる周知・啓発の促進

快適で安全な自転車通行空間の計画的な
整備を行い、自転車ネットワークの

形成を推進するとともに、駐輪環境等の
向上により、自転車利用を促進します。

自転車利用による健康的なメリットを

啓発し、“単なる移動手段に留まらない”

利用を推進します。

地域の魅力に気づき、市内周遊を

促進するための、環境整備や

サイクルイベントを推進します。

誰しもが自転車利用のマナーやモラルを

守れるような周知・啓発を推進します。

目標① 目標②

目標③ 目標④

・前頁でまとめた課題を踏まえ、基本理念を次のとおり設定しました。

自転車は、環境にやさしく健康的で、まちと自然の魅力を再発見し、
暮らしの幅を広げる身近なモビリティです。

犬山市は、自転車をまちに点在する “地域資源” と “ヒト” をつなげる “もうひとつの移動手段”
として位置づけ、通勤・通学、買い物や観光など、さまざまなシーンで利用できる環境づくり
を進め、ルールやマナー啓発、地域との連携を通じて、 “ちょうどいい まち 犬山” の暮らし方

や楽しみ方の選択肢の一つとして根づくことを目指します。

・設定した基本理念に基づきながら、「都市環境」「健康」「観光・イベント」「安全」
の観点から、４つの計画目標を立てました。

図 基本理念

図 基本目標

４－２ 基本理念
４－３ 計画目標
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第５章 方針と実施スケジュール

５－１ 推進する方針

第５章 方針と実施スケジュール
５－１ 推進する方針

・「第４章 基本理念と計画目標」で掲げた目標を達成するための“方針” を下表に示しま
す。

方針目標区分

自転車通行空間と自転車ネットワーク構築の
計画的な整備推進①

自転車交通の役割拡大を見据えた
良好な都市環境の形成と利用促進

都
市
環
境

駐輪環境の整備推進②

シェアサイクルの普及の推進③

周知・啓発等による自転車利用の促進④

自転車を活用した健康づくりの推進⑤
自転車を活用した健康づくり

の気運醸成
健
康

自転車通勤の推進⑥

サイクルツーリズムの推進⑦

自転車で観光地や自然資源をめぐる
市内周遊の促進

観
光
・
イ
ベ
ン
ト

官民が連携したイベント等の開催を推進⑧

自転車を使った市内の周遊促進⑨

交通安全活動等の推進⑩

歩行者・自転車・自動車が
安全に通行できる周知・啓発の促進

安
全 安全の自転車利用のための支援・補助の推進⑪

災害時の自転車活用の推進⑫

表 方針の一覧
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第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策

５－２ 具体的な施策
・それぞれの方針では、多様な関係機関と連携を行いながら、具体的に次のような“施策”

を実行することによって、計画目標の実現を図ります。

施策方針区分

自転車通行空間の整備①－１自転車通行空間と
自転車ネットワーク構築
の計画的な整備推進

①

都
市
環
境

自転車事故危険箇所の解消に向けた整備①－２

需要に応じた自転車等駐車場の整備②－１

駐輪環境の整備推進②
自転車の盗難予防の周知・啓発②－２

駐輪場の屋根とラックの整備②－３

放置自転車の整理・撤去②－４

シェアサイクルポート拡充・誘致の検討③シェアサイクルの普及の
推進③

企業と連携したエコ通勤の周知・啓発④周知・啓発等による
自転車利用の促進④

自転車利用による健康効果の周知⑤自転車を活用した
健康づくりの推進⑤

健
康

自転車通勤の周知・啓発⑥自転車通勤の推進⑥

サイクルルートの整備及び周知⑦サイクルツーリズムの
推進⑦観

光
・
イ
ベ
ン
ト

官民が連携したサイクリング・ポタリン
グイベントの実施⑧官民が連携した

イベント等の開催を推進⑧

観光地等におけるサイクルラックの整備⑨－１自転車を使った
市内の周遊促進⑨

観光情報と自転車の交通ルールの発信⑨－２

地域や関係機関と連携した自転車の利用
ルールの周知・啓発⑩－１

交通安全活動等の推進⑩

安
全

ライフステージに応じた自転車安全教
室・講習会の開催⑩－２

ヘルメット着用の周知・啓発⑩－３

自転車保険加入の促進⑩－４

警察と連携した路上駐車の防止⑩－５

交通安全用品の補助⑪安全の自転車利用のため
の支援・補助の推進⑪

災害時の自転車活用の検討⑫災害時の自転車活用の
推進⑫

表 方針の一覧
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・自転車ネットワーク路線は、次に示すとおり「木曽川中流域サイクルツーリズムにおけ
るメインサイクルルート」や、「需要」や「安全性」の視点および「連続性」等を考慮
して選定します。

第５章 施策と実施スケジュール

５－２ 具体的な措置【都市環境】

自転車通行空間の整備（路線の選定の考え方）

図 自転車ネットワーク路線の選定の視点
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検討中



・ガイドラインに準拠して、自転車の車道通行を基本とし、安全かつ円滑な交通を確保でき
る空間を連続的に提供する自転車ネットワークを構成する路線を選定します。

第５章 施策と実施スケジュール

５－２ 具体的な措置【都市環境】

自転車通行空間の整備(自転車ネットワーク路線)

28

N

犬山総合
高等学校

池野小学校

楽田小学校

犬山市南小学校
犬山中学校

犬山西小学校

犬山北小学校

東部中学校

東小学校

今井小学校

羽黒小学校

城東小学校

城東中学校

栗栖小学校

南部中学校

犬山高等学校

犬山駅

186
188

27

木津用水駅

富岡前駅

善師野駅

羽黒駅

田県神社前駅

犬山遊園駅

新鵜沼駅

鵜沼宿駅

羽場駅

西可児駅

楽田駅

犬山口駅

183

64

16

194

177

五郎丸交差点

蝉屋交差点

四日市交差点

大門交差点

犬山駅西交差点

薮下交差点

東専正寺交差点

犬山駅東交差点

警察署前交差点

富岡新町4丁目交差点

梅坪跨線橋北交差点

羽黒交差点

池ノ向交差点
富士橋交差点

五郎丸南交差点

若宮交差点

楽田本町交差点

四季の丘交差点
犬山遊園西交差点

【凡例】

自転車ネットワーク路線（市道）

自転車ネットワーク路線（県道）

サイクルツーリズムメインルート

小中学校・高校

上小針交差点

延⾧ 延⾧
（サイクルルートを除く）

全⾧：約32.6km
県道：約22.3km
市道：約10.3km

全⾧：約23.2km
県道：約16.2km
市道：約 7.0km

全⾧：約9.4km
県道：約6.1km
市道：約3.3km

延⾧
（サイクルルート）

図 自転車ネットワーク路線図（市道・県道区分）

検討中



・ガイドラインに準拠して、自転車ネットワーク路線の整備形態（自転車道、自転車専用通
行帯、車道混在）は、規制速度や自動車交通量をもとに整備形態を設定します。

第５章 施策と実施スケジュール

５－２ 具体的な措置【都市環境】

自転車通行空間の整備（整備形態の考え方）

整備イメージ整備形態

自転車と自動車を構造物により物理的に分離する

自転車道

車道内で自転車と自動車の通行帯を分離する

自転車専用
通行帯

車道内に自転車の通行位置を示す

車道混在

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（R6.6，P.Ⅰ-9）

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（R6.6，P.Ⅰ-10）
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検討中



・前頁に示したガイドラインに準拠し、下図のとおり基本的な整備形態を設定します。
・本ネットワーク計画に基づき、自転車通行空間と自転車ネットワークの構築について、計

画的に推進します。

第５章 施策と実施スケジュール

５－２ 具体的な措置【都市環境】

自転車通行空間の整備（ネットワーク計画①）

30

自転車用通行帯 総延⾧

全⾧：約24.3km
県道：約15.2km
市道：約9.1km

(サイクリングルート：約2.7km)

全⾧：約33.1km
県道：約21.4km
市道：約11.7km

(サイクリングルート：約9.4km)

全⾧：約8.8km
県道：約6.2km
市道：約2.6km

(サイクリングルート：約6.7km)

車道混在

図 自転車ネットワーク路線図（整備形態区分）

検討中



・優先整備の考え方と、暫定的な整備に関する考え方を示します。

第５章 施策と実施スケジュール

５－２ 具体的な措置【都市環境】

自転車通行空間の整備（ネットワーク計画②）

31

・ガイドラインにおいては、道路空間の再配分等を行っても本来整備すべき完成形態（本
計画では「基本的な整備形態」を示す。）での自転車通行空間整備が当面困難で、かつ
車道通行している自転車利用者の安全性を速やかに向上させなければならない等の場合
には、車道通行を基本とした暫定形態を選定し、車道上への自転車通行空間整備を行っ
たのち、整備優先度に応じて計画的に完成形態に見直すものとする旨が示されています。

・本計画においても、各種の検討・調整の結果、基本的な整備形態での整備が困難な場合、
ガイドラインに準じることとし、まずは自転車ネットワークの形成を優先します。なお、
暫定形態として車道混在さえ困難な場合であっても、自転車の車道通行を基本とするた
め、例えば車道中央線の廃止なども暫定形態の一つとし、自動車の速度抑制につながる
取り組みに努めます。

■ 暫定的な整備に関する考え方

■ 優先整備の考え方

・本ネットワーク計画における優先整備区間は、既成市街地を南北に縦貫しており、自転
車利用の多い県道春日井各務原線、木曽川沿川市町とのネットワークを形成する木曽川
中流域サイクルツーリズムのメインルート、事故実績や交通状況等から判断し、自転車
事故の危険性が高い箇所との連続性を考慮した区間とします。

図 自転車ネットワーク計画図

検討中



・自転車と歩行者、自転車と自動車の事故が発生した、または恐れのある危険箇所の解消に
は、自転車と歩行者の通行空間の分離や自動車運転者に対して自転車の通行位置をわかり
やすく示すことで効果が出ることから、自転車事故危険箇所における自転車通行空間の整
備を推進します。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【都市環境】

自転車事故危険箇所の解消に向けた整備

出典：国土交通省 関東地方整備局HP

自転車通行空間の整備例
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検討中



・円滑かつ安全な駐車環境を継続的に確保するため、駅周辺や公共施設等における詳細な利
用状況調査（需要調査）を実施します。

・調査結果を踏まえ、自転車等駐車場の適切な配置を行うとともに、定期的な点検・清掃等
の維持管理を実施します。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【都市環境】

需要に応じた自転車等駐車場の整備

33

出典：岩倉市自転車活用推進計画 (P31)

管理の行き届いた駐輪場



・ツーロック施錠の促進等による盗難予防の周知・啓発を行うとともに、自転車等駐車場
における照明設置等の防犯性向上を検討し、自転車盗難の防止を図ります。

・あわせて、安心して利用できる駐車環境を整えることで、路上等への放置を抑制し、放
置自転車の削減につなげます。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【都市環境】

自転車の盗難予防の周知・啓発

出典：名古屋市東区HP

自転車盗難防止キャンペーン
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・自転車利用の促進に対応するため、利用実態や市の実情を踏まえた自転車等駐車場の改
善を行い、駐輪スペースの確保に加え、雨天時の利便性や安全性向上に資する屋根や
ラック等の整備を検討します。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【都市環境】

駐輪場の屋根とラックの整備

出典：新見市HP

出典：生駒市HP

屋根付きサイクルラック付きの駐輪場
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・円滑な通行環境および都市景観の確保を図るため、自転車等駐車場の適切な整理を行う
とともに、放置自転車の撤去を継続的に実施します。

・あわせて、需要に応じた駐車場整備や利用ルールの周知と連携し、放置自転車の発生抑
制に向けた総合的な対策を推進します。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【都市環境】

放置自転車の整理・撤去

放置自転車置き場（犬山市）

駐輪場の管理（犬山市）

写真：犬山市撮影

写真：犬山市撮影

36



・シェアサイクルの利用拡大および利便性向上を図るため、利用需要や時間帯別の利用特
性を踏まえ、ポート配置の見直しや適正化を行うとともに、駅周辺や観光地等へのポー
トの拡充・誘致を検討します。

・これにより、公共交通との連携や回遊性の向上を促進します。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【都市環境】

シェアサイクルポート拡充・誘致の検討

出典：カリテコHP（名鉄協商）

写真：犬山市撮影図 カリテコバイク(犬山駅前)

図 カリテコスマホ利用画面

シェアサイクルポート（犬山市）

予約画面
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・エコ通勤の理解促進と実践を図るため、広報やポスター・チラシ等を活用した周知啓発を
行う。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【都市環境】

企業と連携したエコ通勤の周知・啓発

出典：浜松市HP
図 エコ通勤啓発ポスター
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・市民の心身の健康づくりを図るため、自転車利用による運動効果や生活習慣病予防等の
健康効果について周知・啓発を行い、日常生活における自転車の積極的な活用を促しま
す。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【健康】

自転車利用による健康効果の周知

出典：横浜市自転車ライフポータルサイト By Cycle ヨコハマ

図 自転車利用による健康効果
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・自転車通勤の促進を図るため、自転車通勤を通じた日常的な身体活動の増加や運動習慣
の定着、心身の健康増進といった効果について周知・啓発を行い、通勤手段としての自
転車利用を促進します。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【健康】

自転車通勤の周知・啓発

出典：自転車通勤導入に関する手引き（令和6年7月）/国土交通省

図 自転車通勤導入に関する手引き
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・さらなる地域振興を目指し、遠方から多くの観光客を呼び込む方法の一つとして、サイクル
ツーリズムを促進するため、木曽川中流域サイクルツーリズムのメインルートにおける自転車
通行空間の整備を推進するとともに、沿線及び周辺における案内看板や路面標示を設置するこ
とで、サイクリストが分かりやすく安全に走行できる環境を整えます。また、適切な維持管理
を行います。なお、サブルートについては決定次第、本計画への位置づけを行います。

・サイクルツーリズムを促進するため、本市内外の関係者との取り組みにより、広範囲の観光
地・観光施設やサイクリストの利用拠点、サイクルルートやモデルコースなどの情報を発信し、
回遊性に加えて滞在時間の向上を促進します。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【観光・イベント】

サイクルルートの整備及び周知

出典：国土交通省図 自転車走行環境整備と情報発信の事例

41

図 木曽川中流域サイクルツーリズムのメインルート

延⾧

延⾧
（サイクルルートを除く）

全⾧：約32.6km
（県道：約22.3km）
（市道：約10.3km）

全⾧：約23.2km
（県道：約16.2km）
（市道：約 7.0km）

全⾧：約9.4km
（県道：約6.1km）
（市道：約3.3km）

延⾧
（サイクルルート）

検討中



・地域団体や民間事業者が主体となって実施しているサイクリングやポタリングイベントに
対し、犬山市が継続的な支援を行うとともに、官民連携による新たなイベントの企画・実
施を推進します。

・これにより、地域の魅力発信や交流促進を図り、自転車利用の裾野拡大と定着を図ります。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【観光・イベント】

官民が連携したサイクリング
・ポタリングイベントの実施

出典：木曽ポタHP

出典：River to Summit HP

出典：犬山市ポタリングクラブ提供

図 River to Summit 2025
（主催：木曽川中流域観光振興協議会）

図 第11回 自転車散歩 in いぬやま
（主催：犬山ポタリングクラブ）

図 第9回こうなん木曽川親子ふれあい自転車散歩
（主催：江南市）
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・サイクリストの観光地や観光施設の周遊を促進するため、主要な観光拠点や駅等の交通結
節点において、利用需要を踏まえたサイクルラックの整備・拡充を進めます。

・これにより、安心して駐輪できる環境を整え、観光地における自転車利用の利便性向上
を図ります。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【観光・イベント】

観光地等におけるサイクルラックの整備

図 観光拠点に併設されたサイクルラック

サイクルラック（犬山城前観光案内所）

写真：犬山市撮影

・上述したサイクルラックを拠点に整備することは、自転車利用を促進するとと
もに、 “滞在時間の向上”による食事や買い物行動等を促し、地域振興に寄与す
ることが期待されます。

・このような取組み以外にも、官民が連携したハード・ソフトの複合的な方針に
よる取組みの検討を推進していきます。

TOPIC：地域振興に資する“サイクリストの滞在時間”の向上方針の事例

出典：RIVER PORT PARK Minokamo HP 出典：かわたびほっかいどう HP

出典：尻別川サイクリングコースマップ 出典：JPCF HP(国営昭和記念公園)出典：株式会社なるしまフレンド HP

レンタサイクル <設備> 軽食 <チャリめし・スイーツ>

フォトスポット <視点場> おもしろ自転車体験 <体験> サイクルシェアハウス <休憩所等>
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・自転車観光の促進を図るため、犬山市観光協会等の関係団体と連携し、自転車で楽しめ
る観光ルートや観光スポット、体験イベント等の情報をデジタルメディアを活用して発
信します。

・あわせて、観光客が交通ルールを遵守し、安全に自転車を利用できるよう、観光情報と連
動した交通ルールやマナーに関する情報提供を行います。

・これらの取組みにより、自転車による観光周遊の促進と来訪者の利便性及び安全性の強化
を図ります。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【観光・イベント】

観光情報と自転車の交通ルールの発信

出典：犬山観光ナビHP
図 犬山市観光協会における観光案内HP

出典：サイクルサイト KYOTO CITY HP

図 自転車の安全な乗り方ガイド（左：日本語版 / 右：英語版）
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・市民の安全意識の向上を図るため、警察や地域団体、関係機関等と連携し、自転車の通
行ルールやマナーについて周知・啓発を行います。

・周知・啓発は、対象者（年齢層・観光客・国籍等）に応じて、多様化する自転車の交通
ルールやマナーの内容を、パンフレットやポスター・SNS・交通安全教室等を通じて発信
します。

・これにより、自転車利用者の適切な行動を促し、歩行者や自動車との安全な共存を図り
ます。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【安全】

地域や関係機関と連携した
自転車の利用ルールの周知・啓発

出典：一宮市自転車活用推進計画 （P41）

警察と連携して実施した自転車利用ルールの周知・啓発

図 警察と連携した自転車利用ルールの周知・啓発活動

出典：自転車交通安全HP
図 自転車ルールブック(青切符の導入)

出典：サイクルサイト KYOTO CITY HP
図 自転車の安全な乗り方ガイド
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・交通安全に関する課題が世代ごとに異なることを踏まえ、各ライフステージに応じた自
転車の交通ルールや安全な走行方法等に関する教室・講習会を、地域や関係機関と連携
して実施します。

・これにより、世代別の特性に応じた安全意識の向上を図り、自転車事故の未然防止につ
なげます。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【安全】

ライフステージに応じた
自転車安全教室・講習会の開催

出典：自転車の交通安全教育ガイドライン（令和7年12月）

図 ライフステージごとの自転車の交通安全教育の目的

保護者参加型の交通安全教室 模擬道路における実技指導

出典：自転車の交通安全教育ガイドライン（令和7年12月）

図 警察による交通安全教育
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・ヘルメット着用の促進を図るため、警察等と連携し、事故時の頭部保護効果や安全性向
上の観点から、着用の重要性について周知・啓発を行います。

・あわせて、SNS等を活用した継続的な情報発信により、日常的な着用の定着を図ります。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【安全】

ヘルメット着用の周知・啓発

出典：警視庁HP

図 ヘルメット着用啓発チラシ・ポスター
出典：福岡県HP 出典：JA共済連 香川HP

図 多様なデザインのヘルメット
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・万一の自転車事故に備え、適切な補償を確保するため、自転車利用者に対し保険加入の
必要性について周知・啓発を行います。

・これにより、事故発生時の経済的負担の軽減を図るとともに、安心して自転車を利用で
きる環境づくりを進め、保険加入の定着を促進します。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【安全】

自転車保険加入の促進

出典：愛知県HP
図 自転車損害賠償責任保険の周知チラシ
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・交通の円滑化および安全な通行環境の確保を図るため、警察と連携し、自転車通行空間
等を阻害する路上駐車に対する規制や防止策について検討・実施します。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【安全】

警察と連携した路上駐車の防止

出典：名古屋市自転車活用推進計画 （P44）

図 自転車の通行を阻害する路上駐車
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・自転車利用時の安全性向上を図るため、ヘルメット購入費補助制度の実施や、イベント
等におけるライト・反射材の配布を継続的に行い、安全行動の実践を後押しします。

・あわせて、自転車の点検整備を促進するための補助制度についても検討し、事故の未然
防止につなげます。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【安全】

交通安全用品の補助

出典：犬山市HP図 自転車乗車用ヘルメット購入費（犬山市）

写真：犬山市撮影50



・災害時における円滑な移動や避難手段の確保を図るため、道路寸断や交通渋滞等の発生
を想定し、車に頼らない移動手段として機動性の高い自転車の有効な活用方法について
検討します。

・これにより、災害対応力の向上を図ります。

第５章 方針と実施スケジュール

５－２ 具体的な施策【安全】

災害時の自転車活用の検討

出典：神戸市HP

出典：地方版自転車活用推進計画策定の手引き（案）

図 阪神・淡路大震災発生時の自転車活用の様子

図 自転車を活用した避難訓練（三沢市）

51



第５章 方針と実施スケジュール

５－３ 実施スケジュール

５－３ 実施スケジュール
・本計画は、２０２７年度（令和９年度）から２０３６年度（令和１８年度）までの10年

間を計画期間として推進します。
・計画期間は前期（２０２７年～２０３１年）・後期（２０３２年～２０３６年）に区分

し、各期において施策の進捗や効果を評価し、必要に応じて内容の見直しを行うととも
に、前期終了時には中間見直しを行います。

・また、毎年度の進捗管理及び評価を行うほか、社会情勢の変化や課題の顕在化に応じて、
機動的に施策の修正・見直しを図るものとします。

表 実施スケジュール

2037
後期前期

2036203520342033203220312030202920282027

施策の実行

●●●●●●●●●●モニタリ
ング指標

評
価

●●目標指標

計画の見直し

必要に応じて
一部見直し

次期計画
策定準備

第
２
期



第６章 計画の推進体制およびフォローアップ方法

６－１ 推進体制

第６章 計画の推進体制およびフォローアップ方法
６－１ 推進体制

図 推進体制
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・今後の状況や取り組みの進捗状況を踏まえ、推進体制については柔軟に決定するものと
します。また、必要に応じて関係者や関係機関との意見交換を実施し、各方針の効果や
課題を的確に把握するとともに、計画の着実な推進と目標達成に資する体制の整備を図
ります。



第６章 計画の推進体制およびフォローアップ方法

６－２ フォローアップ方法

６－２ フォローアップ方法
・本計画を推進していくためには、各方針を着実に実施した上で、その結果を検証しなが

ら継続的に改善を行う必要があります。
・そのために PDCA サイクルを実施し、進捗状況を確認し、継続的な計画の推進を図り

ます。

図 フォローアップの基本的な考え方（PDCAサイクル）
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第4回委員会資料（P.16）にて差替え



第６章 計画の推進体制およびフォローアップ方法

６－３ 目標指標の設定

６－３ 指標の設定

・計画の進行管理と成果の把握を適切に行うため、「モニタリング指標」と「目標指標」の
2種類の指標を設定します。

モニタリング指標 目標指標

×
各方針と施策の実施状況の確認

（どの程度、実施できたか）

推進計画の達成状況の確認
（最終的に到達したい社会に

どの程度近づいているか）

年に１回実施 ５年に１回実施
（中間見直し時）

< 進行管理 > < 成果の把握 >

図 指標の考え方

55

(１) 基本的な考え方

第4回委員会資料（P.17）にて差替え



第６章 計画の推進体制およびフォローアップ方法

６－３ 目標指標の設定

・モニタリング指標は、次の通りです。

(２) モニタリング指標
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当日お渡しさせていただきます。

第4回委員会資料（P.18）にて差替え



第６章 計画の推進体制およびフォローアップ方法

６－３ 目標指標の設定

・推進計画に基づく方針・施策の進捗状況や効果を定量的に把握するとともに、今後の評
価・見直しに活かすため、「目標指標」を設定し、計画策定から5年が経過した時点（中
間見直し時）に評価を行います。

・また、各方針・施策の進捗状況については、必要に応じて継続的な状況把握を行います。

57

表 目標指標

※ アンケート(p.18～20)の『あなたがご存じの自転車の利用ルールを選んでください』のうち、“知っている”と回答した方の平均。

(３) 目標指標

目標値
現状値目標指標

（根拠資料）目標 最終
（～10年目）

中間
（～５年目）

約60％
（30％増）

約45％
（15％増）

約30％
(2018年)

歩行者や自転車が安全に移
動できる交通安全対策に関

する市民満足度
（市政アンケート）

関連する施策：
【①-1】【①-2】【②-4】
【⑩-1】【⑩-2】【⑩-3】
【⑩-4】【⑩-5】【 ⑪ 】

自転車交通
の役割拡大
を見据えた
良好な都市
環境の形成
と利用促進

一般市民 約40％
（30％増）

高校生 約50％
（30％増）

一般市民 約25％
（15％増）

高校生 約35％
（15％増）

一般市民 約10％
高校生 約20％

（2025年）

健康づくりに自転車を活用
する人の割合

（アンケート調査）
関連する施策：

【①-1】【 ③ 】【 ④ 】
【 ⑤ 】【 ⑥ 】

自転車を活
用した健康
づくりの
気運醸成

約15％
（10％増）
約20％

（10％増）

約10％
（5％増）
約15％
（5％増）

一般市民 約5％
高校生 約10％

（2025年）

観光・レジャー目的で自転
車を活用する人の割合
（アンケート調査）

関連する施策：
【 ⑦ 】【 ⑧ 】
【⑨-1】【⑨-2】

自転車で
観光地や

自然資源を
めぐる市内
周遊の促進

一般市民 約95％
（5％増）

高校生 約85％
（5％増）

中学生 約90％
（5％増）

一般市民 約90％
（5％増）

高校生 約80％
（5％増）

中学生 約85％
（5％増）

一般市民 約85％※

高校生 約75％※

中学生 約75％※

（2025年）

自転車に関する交通安全
ルールの理解度向上
（アンケート調査）

関連する施策：
【①-1】【①-2】【⑩-1】
【⑩-2】【⑩-3】【 ⑪ 】

歩行者・
自転車・
自動車が

安全に通行
できる

周知・啓発
の促進

第4回委員会資料（P.19）にて差替え
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参考資料編

犬山市自転車活用推進計画策定委員会規約・名簿

参考資料１
①犬山市自転車活用推進計画策定委員会規則

犬山市自転車活用推進計画策定委員会 規則
（趣旨）
第１条 この規則は、犬山市附属機関設置条例（平成２８年条例第３６号）第８条の規定に基づき、

犬山市自転車活用推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事項
を定めるものとする。

（委員）
第２条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市⾧が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第７条第１項に規定する鉄道事業者及び道路運送法（昭和

２６年法律第１８３号）第９条第７項第３号に規定する一般旅客自動車運送事業者の代表者
(3) 市内事業所の代表者
(4) 教育関係機関の代表者
(5) 市民団体等の構成員
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他市⾧が必要と認める者
（会⾧）
第３条 委員会に会⾧を置く。
２ 会⾧は、委員の互選により定める。
３ 会⾧は、委員会を代表し、会務を総理する。
４ 会⾧に事故があるときは、あらかじめ会⾧の指名する委員がその職務を代理する。

（招集及び議事）
第４条 委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、会⾧が招集する。ただし、会⾧

及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市⾧が招集する。
２ 会⾧は、会議の議⾧となる。
３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議⾧の決するところによる。
５ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。
（専門部会）
第５条 委員会は、専門的な事項を協議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
２ 専門部会の構成員は、委員のうちから会⾧が指名する。
３ 専門部会ごとに部会⾧を置く。
４ 部会⾧は、専門部会の構成員のうちから会⾧が指名する。
５ 部会⾧は、その専門部会の事務を掌理する。
６ 部会⾧に事故があるときは、あらかじめ部会⾧の指名する専門部会の構成員がその職務を代理する。
（専門部会の招集及び議事）
第６条 専門部会の会議（以下この条において「会議」という。）は、部会⾧が招集する。
２ 部会⾧は、会議の議⾧となる。
３ 専門部会は、その構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
４ 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議⾧の決するところによる。
５ 部会⾧は、専門部会の協議が終了したときは、当該協議の結果を委員会に報告しなければならない。
（庶務）
第７条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において行う。
（補則）
第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会⾧が委員会の会議に

諮って定める。

附則
この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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犬山市自転車活用推進計画策定委員会規約・名簿

犬山市自転車活用推進計画策定委員会 名簿

【オブザーバー】

区分委員指名職名期間・団体等No.

１号委員
学識経験者

嶋田 喜昭教授大同大学 建築学部
建築学科1

鈴木 弘司教授名古屋工業大学
工学部社会工学科2

２号委員
鉄道事業者及び
一般旅客自動車
運送事業者の
代表者団体に
所属する者

髙井 勇輔交通サービス担当
課⾧名古屋鉄道株式会社

地域連携部3
夫馬 康昌交通サービス担当

主務

松浦 秀則代表取締役あおい交通株式会社4

３号委員
市内事業所の

代表者

松田 昇平専務理事犬山市観光協会5

奥村 好樹専務理事犬山商工会議所6

４号委員
教育関係機関の

代表者

瀬上 圭太犬山市立城東中学
校⾧犬山市小中学校⾧会7

山中 将司生活指導主事愛知県立犬山総合高等学校8

５号委員
市民団体等に
所属する者

丹羽 桂次役員犬山ポタリングクラブ9

森岡 万朱衣会⾧犬山市交通婦人会10

６号委員
関係行政機関の

職員

安井 裕二
警部補愛知県犬山警察署 交通課11

古賀 隆士

久田 安信
企画調整監愛知県一宮建設事務所12

山田 純司

区分期間・団体等No.

－国土交通省 中部地方整備局
名古屋国道事務所1

－国土交通省 中部地方整備局
木曽川上流河川事務所2

－愛知県 建設局 道路維持課3

②犬山市自転車活用推進計画策定委員会名簿
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犬山市自転車活用推進計画策定委員会規約・名簿

開催日委員会

令和7年8月18日（月）第１回委員会

令和7年11月13日（木）第２回委員会

令和8年2月26日（木）第３回委員会

令和8年5月21日（火）第４回委員会

令和〇年〇月〇日（〇）第５回委員会
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パブリックコメント意見

参考資料２
パブリックコメント実施概要

作成中
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アンケート結果

参考資料３
アンケート調査の概要と調査結果（一般市民・高校生・中学生）

調査対象

一般市民：19歳以上の犬山市在住者（1,000名）
高校生：愛知県立犬山高等学校、愛知県立犬山総合高等学校の学生

調査方法

一般市民：郵送アンケート方式（二次元コードによるWebアンケート併用）
高 校 生 : Webアンケート方式

調査期間

一般市民：令和7年9月12日（金）発送
令和7年9月26日（金）締切

高 校 生 : 令和7年9月16日（火）周知
令和7年9月26日（金）締切

アンケート回収数

【一般市民】
Webアンケート：259件
紙媒体：247件
合計：506件（回答率：50.6％）
【高校生】
Webアンケート：298件

【一般市民・高校生アンケート】

調査対象

犬山市立犬山中学校、犬山市立城東中学校、犬山市立南部中学校
犬山市立東部中学校の学生

調査方法

Webアンケート方式

調査期間

令和7年9月16日（火）周知
令和7年9月26日（金）締切

アンケート回収数

犬山市立犬山中学校：564件
犬山市立城東中学校：420件
犬山市立南部中学校：312件
犬山市立東部中学校：267件
答えたくない：9件
合計：1,572件

【中学生アンケート】
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アンケート結果

対象
調査項目視点

中学生一般市民
高校生

－〇年代

個人属性

－〇職業

－〇居住地

－〇運転免許証の有無

〇－学校名

〇－通学方法

〇〇自転車の利用頻度

自転車利用状況

－〇利用目的

－〇利用人数

〇〇通行位置

〇〇通行位置の理由

〇〇出発地と目的地

〇〇走りにくい理由や危険な理由

〇〇ドライバーへのお願い

－〇利用する自転車等駐車場や駐輪場

－〇ルートの選定基準

〇〇ルールの認知度

自転車の利用意識

〇〇ルールの順守状況

－〇自転車保険の認知度・加入状況

－〇補助金の認知度

〇〇罰則規定等の認知度

〇〇施錠状況

－〇災害時の活用意識

－〇健康意識
健康と運動習慣

－〇健康意識(活用方法)

〇〇犬山市への要望利用者ニーズ
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アンケート結果

91%

17%

3%

9%

自動車(区分や種類問わず)

自動二輪車(区分や種類問わず)

原動機付自転車または小型特殊自動車のみ

（1）～（3）の運転免許を所有していない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6%
8%

12%

13%

23%

23%

16%

10代 20代 30代
40代 50代 60代
70代以上

46%

8%6%

13%

27%

会社員 公務員

学生（大学生以上） 専業主婦・専業主夫

その他：

46%

14%

18%

14%

1%
4% 1%

犬山地区 城東地区
羽黒地区 楽田地区
池野地区 その他：
答えたくない

66%
10%

6%

8%

10%

それ未満の頻度／乗らない 月に1～2日程度
週に1～2日程度 週に3～4日程度
週に5日以上

32%

11%

2%4%

9%
2%

30%

4%
7%

通勤 通学 通院
送迎 趣味 観光・行楽
家事・買い物 運動 その他：

12%

88%

はい いいえ

N=506 N= 506 N= 506

N= 506

N= 506 N=169 N=171
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アンケート結果

66%

34%

歩道 車道

10%

67%

10%

10%
5%

1人 2人 3人 4人 5人

91%

33%

24%

16%

4%

1%

5%

車道走行に危険を感じるから

車道は走りにくいから

歩行者が少ないから

歩道が広いから

どこを走行してよいかわからないから

特に理由はない

その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

45%

28%

17%

4%

8%

27%

34%

14%

14%

通行できるスペースが狭い

路面に段差や凹凸がある

自転車で通行する位置がわかりにくい

路上駐車が多い

駐車場など車の出入りが多い

車の交通量が多い

車との距離が近い

歩行者とぶつかりそうになる

その他：

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=113

N=169

N=113

N=21
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アンケート結果

8%
6%

1%
7%

9%
1%
1%
1%

0%
2%

1%
1%

2%
6%

5%
5%

3%
12%

10%

犬山駅東第1自転車等駐車場
犬山駅東第2自転車等駐車場
犬山駅東第3自転車等駐車場
犬山駅西第1自転車等駐車場
犬山駅西第2自転車等駐車場

臨時犬山駅西第2自転車等駐車場
犬山遊園駅西自転車等駐車場
犬山口駅北自転車等駐車場
富岡前駅北自転車等駐車場
富岡前駅南自転車等駐車場

善師野駅南第1自転車等駐車場
善師野駅南第2自転車等駐車場
善師野駅北自転車等駐車場
羽黒駅東第1自転車等駐車場
羽黒駅東第2自転車等駐車場
楽田駅東自転車等駐車場
楽田駅西自転車等駐車場

学校や施設の駐輪場
その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50%

61%
13%

12%
17%

24%
3%

1%
20%

2%

目的地に最短で行ける道
信号交差点の横断回数が少ない道

歩行者が少ない道
車の交通量が少ない道

走りやすい道（平坦、幅が広い、見通が良い）
景色が良い道

その他：
特に意識していない

自転車に乗ることができない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

34%

17%

41%

8%

速度の抑制 路上駐車の抑制
追い越し時の幅の確保 その他：

N=172

N=506

N=160
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アンケート結果

28%

21%

29%

11%

27%

46%

61%

33%

28%

24%

47%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ヘルメットを着用している

歩道と車道の区分がある道路では、

車道を通行している

車道の左側を通行している

特別な場合は、歩道の中央から

車道寄りを徐行している

他の自転車と並進していない

信号や道路標識に従っている

夜間はライトを点灯している

酒気を帯びて自転車を運転していない

ながらスマホをしていない

傘さし運転や、イヤホン等を使用し

音楽などを聴きながら運転していない

二人乗り等をしていない

（幼児2 人同乗用自転車等を除く）

あてはまるものはない

95%

87%

83%

42%

58%

93%

95%

93%

95%

92%

91%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ヘルメットを着用することが努力義務化されている

歩道と車道の区分がある道路では、

自転車は車道を通行することが原則である

車道の左側を通行しなければいけない

特別な場合は歩道を通行できるが、自転車は

歩道の中央から車道寄りを徐行しなければいけない

道路標識で認められている場合を除き、

他の自転車と並進してはいけない

信号や道路標識に従わなければいけない

夜間はライトを点灯しなければいけない

酒気を帯びて自転車を運転してはいけない

ながらスマホをしてはいけない

傘さし運転や、イヤホン等を使用し

音楽などを聴きながら運転してはいけない

二人乗り等をしてはいけない

（幼児2 人同乗用自転車等を除く）

あてはまるものはない

N= 506

N= 506
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アンケート結果

25%

75%

知っている 知らない

71%

29%

知っている 知らない

31%

27%
6%

6%

20%

9% 知っている（加入している）

知っている（加入していない）

知っている（加入しているか分からない）

知らない（加入している）

知らない（加入していない）

知らない（加入しているか分からない）

70%2%

25%

4%

いつもしている
自宅ではしている（外出先ではしていない）

外出先ではしている（自宅ではしていない）
していない

13%

15%

16%

21%

35%

日常的に自転車を利用しており、災害時にも利用しようと考えている

日常的に自転車を利用しているが、災害時に利用するつもりはない

日常的に自転車を利用していないが、災害時には利用しようと考えている

日常的に自転車を利用しておらず、災害時に利用するつもりもない

自転車を所有していない

11%

43%

47%

自転車を利用して健康づくりや余暇活動をしている

興味はあるが、自転車を活用した健康づくりや余暇活動はしていない

興味がないので、自転車活用もしていない

N=492

N=498 N=498 N=171

N=481N=492
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アンケート結果

60%

17%

48%

6%

4%

12%

健康維持（フィットネス）のために自転車に乗っている

スポーツ目的で自転車に乗っている

趣味やレジャー目的で自転車に乗っている

車等に自転車を載せて旅行先や出先で自転車に乗っている

自転車のイベント等に参加している

その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

75%

38%

20%

30%

55%

9%

41%

6%

安全な自転車走行空間の確保

（自転車道などの整備、路面の舗装など）

自転車等駐車場や駐輪場の整備

レンタサイクル・シェアサイクルの普及

放置自転車の取り締まり

自転車利用者に対するルールやマナー、安全運転等の啓発

自転車に関連するイベント

（自転車競技、教室、ｻｲｸﾘﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄなど）の開催

一般者向けや小中学生向けの

自転車マナーの向上に関する取り組み

その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=52

N=506
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アンケート結果

46%

14%

18%

14%

1%
4% 1%

犬山地区 城東地区
羽黒地区 楽田地区
池野地区 その他：
答えたくない

10%
3%

4%

8%

74%

それ未満の頻度／乗らない 月に1～2日程度
週に1～2日程度 週に3～4日程度
週に5日以上

8%

84%

0%
1%

2%
1%3% 1%2%

通勤 通学 通院
送迎 趣味 観光・行楽
家事・買い物 運動 その他：

29%

71%

はい いいえ

8%

68%

13%

9%

2%

1人 2人 3人 4人 5人

75%

25%

歩道 車道

22%

7%

2%

69%

自動車(区分や種類問わず)

自動二輪車(区分や種類問わず)

原動機付自転車または

小型特殊自動車のみ

（1）～（3）の運転免許を

所有していない

0% 20% 40% 60% 80%

N=298

N= 298

N= 298 N=260 N=260

N=69 N=260
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アンケート結果

N=113

24%

24%

8%

3%

3%

14%

20%

7%

3%

通行できるスペースが狭い

路面に段差や凹凸がある

自転車で通行する位置がわかりにくい

路上駐車が多い

駐車場など車の出入りが多い

車の交通量が多い

車との距離が近い

歩行者とぶつかりそうになる

その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

78%

38%

23%

17%

8%

9%

2%

車道走行に危険を感じるから

車道は走りにくいから

歩行者が少ないから

歩道が広いから

どこを走行してよいかわからないから

特に理由はない

その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=200

N=260
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アンケート結果

41%

15%

41%

4%

速度の抑制 路上駐車の抑制

追い越し時の幅の確保 その他：

2%
1%

0%
0%
1%
1%

0%
1%
0%
0%

2%
2%
3%
2%
3%

7%
4%

25%
12%

犬山駅東第1自転車等駐車場
犬山駅東第2自転車等駐車場
犬山駅東第3自転車等駐車場
犬山駅西第1自転車等駐車場
犬山駅西第2自転車等駐車場

臨時犬山駅西第2自転車等駐車場
犬山遊園駅西自転車等駐車場
犬山口駅北自転車等駐車場
富岡前駅北自転車等駐車場
富岡前駅南自転車等駐車場

善師野駅南第1自転車等駐車場
善師野駅南第2自転車等駐車場
善師野駅北自転車等駐車場
羽黒駅東第1自転車等駐車場
羽黒駅東第2自転車等駐車場
楽田駅東自転車等駐車場
楽田駅西自転車等駐車場

学校や施設の駐輪場
その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50%

61%
13%

12%
17%

24%
3%

1%
20%

2%

目的地に最短で行ける道
信号交差点の横断回数が少ない道

歩行者が少ない道
車の交通量が少ない道

走りやすい道（平坦、幅が広い、見通が良い）
景色が良い道

その他：
特に意識していない

自転車に乗ることができない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=260

N=298

N=260
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参考資料編

アンケート結果

89%

66%

74%

42%

52%

78%

86%

80%

85%

81%

83%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ヘルメットを着用することが努力義務化されている

歩道と車道の区分がある道路では、

自転車は車道を通行することが原則である

車道の左側を通行しなければいけない

特別な場合は歩道を通行できるが、自転車は

歩道の中央から車道寄りを徐行しなければいけない

道路標識で認められている場合を除き、

他の自転車と並進してはいけない

信号や道路標識に従わなければいけない

夜間はライトを点灯しなければいけない

酒気を帯びて自転車を運転してはいけない

ながらスマホをしてはいけない

傘さし運転や、イヤホン等を使用し

音楽などを聴きながら運転してはいけない

二人乗り等をしてはいけない

（幼児2 人同乗用自転車等を除く）

あてはまるものはない

25%

29%

42%

23%

44%

65%

72%

61%

52%

48%

57%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ヘルメットを着用している

歩道と車道の区分がある道路では、

車道を通行している

車道の左側を通行している

特別な場合は、歩道の中央から

車道寄りを徐行している

他の自転車と並進していない

信号や道路標識に従っている

夜間はライトを点灯している

酒気を帯びて自転車を運転していない

ながらスマホをしていない

傘さし運転や、イヤホン等を使用し

音楽などを聴きながら運転していない

二人乗り等をしていない

（幼児2 人同乗用自転車等を除く）

あてはまるものはない

N=298

N=298
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アンケート結果

24%

8%

22%

3%
4%

39%

知っている（加入している）

知っている（加入していない）

知っている（加入しているか分からない）

知らない（加入している）

知らない（加入していない）

知らない（加入しているか分からない）

29%

71%

知っている 知らない

59%

41%

知っている 知らない

67%4%

20%

9%

いつもしている
自宅ではしている（外出先ではしていない）

外出先ではしている（自宅ではしていない）
していない

26%

54%

4%
10%

5%

日常的に自転車を利用しており、災害時にも利用しようと考えている

日常的に自転車を利用しているが、災害時に利用するつもりはない

日常的に自転車を利用していないが、災害時には利用しようと考えている

日常的に自転車を利用しておらず、災害時に利用するつもりもない

自転車を所有していない

22%

36%

41%

自転車を利用して健康づくりや余暇活動をしている

興味はあるが、自転車を活用した健康づくりや余暇活動はしていない

興味がないので、自転車活用もしていない

N= 298

N= 298N= 298N= 298

N= 298N= 298
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参考資料編

アンケート結果

49%

31%

30%

11%

4%

6%

健康維持（フィットネス）のために自転車に乗っている

スポーツ目的で自転車に乗っている

趣味やレジャー目的で自転車に乗っている

車等に自転車を載せて旅行先や出先で自転車に乗っている

自転車のイベント等に参加している

その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

72%

32%

9%

24%

21%

7%

17%

1%

安全な自転車走行空間の確保

（自転車道などの整備、路面の舗装など）

自転車等駐車場や駐輪場の整備

レンタサイクル・シェアサイクルの普及

放置自転車の取り締まり

自転車利用者に対するルールやマナー、安全運転等の啓発

自転車に関連するイベント

（自転車競技、教室、ｻｲｸﾘﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄなど）の開催

一般者向けや小中学生向けの

自転車マナーの向上に関する取り組み

その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=55

N= 298
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アンケート結果

36%

27%

20%

17%

0%

犬山中学校 城東中学校 南部中学校

東部中学校 答えたくない

33%

40%

24%

3%

徒歩
自転車
夏など一部の期間のみ自転車
送迎

16%

16%

28%

19%

21%

週に5日以上
週に3～4日程度
週に1～2日程度
月に1～2日程度
それ未満の頻度／乗らない

67%

33%

歩道 車道

76%

34%

33%

23%

16%

8%

6%

車道は危ないから

車道は走りにくいから

歩道を歩いている人が少ないから

歩道が広いから

どこを走行してよいか分からないから

特に理由はない

その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=1572 N= 1572

N= 1572 N=1,237

N=833
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⑤アンケート調査結果（中学生）



参考資料編

アンケート結果

47%

58%

18%

8%

12%

25%

31%

22%

11%

通行できるスペースが狭い

路面に段差や凹凸がある

自転車で通行する位置がわかりにくい

路上駐車が多い

駐車場など車の出入りが多い

車の交通量が多い

車との距離が近い

歩行者とぶつかりそうになる

その他：

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

34%

25%

35%

6%

自転車の近くを通るときはスピードを下げてほしい
自転車で通行する位置に車両を停めないでほしい
自転車の近くを通るときは十分に距離を空けてほしい
その他：

N=1,372

N= 1,372
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アンケート結果

96%

64%

68%

33%

57%

87%

89%

93%

88%

91%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ヘルメットを着用することは

努力義務

基本的に車道を

通行しなければいけない

車道の左側を

通行しなければいけない

歩道の中央から車道寄りを

ゆっくり通行しなければいけない

他の自転車と並進してはいけない

信号や道路標識に

従わなければいけない

暗い時はライトを

点灯しなければいけない

ながらスマホをしてはいけない

傘さし運転や、イヤホン等を

使用しながら運転してはいけない

二人乗り等をしてはいけない

（幼児2 人同乗用自転車等を除く）

知っている利用ルールはない

67%

33%

41%

23%

46%

76%

79%

61%

60%

73%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ヘルメットを着用している

歩道と車道の区分がある道路では、車道を通行している

車道の左側を通行している

歩道の中央から車道寄りをゆっくり通行している

他の自転車と並進していない

信号や道路標識を守っている

暗い時はライトを点灯している

ながらスマホをしていない

傘さし運転や、イヤホン等を使用し音楽などを聴きながら運転していない

二人乗り等をしていない（幼児2 人同乗用自転車等を除く）

あてはまるものはない

N=1,572

N= 1,572
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アンケート結果

65%
3%

24%

8%

いつもしている

自宅ではしている（外出先ではしていない）

外出先ではしている（自宅ではしていない）

していない

55%

45%

知っている 知らない

80%

39%

16%

23%

30%

12%

25%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自転車で走りやすい道路の整備

自転車を停めておく場所の整備

自由に借りることができる自転車の導入

放置してある自転車の取締り

自転車を利用する人に対してルールやマナー、

安全運転等の周知・啓発

自転車に関連するイベント（自転車競技、

教室、サイクリングイベントなど）の開催

自転車マナーの向上に関する取り組み

その他：

N= 1,572

N=1,372

N= 1,572
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アンケート結果

81

図中学生向け危険箇所ポスター

図高校生向け危険箇所ポスター

参考資料４
市内の中学校・高等学校へ提供したポスター



参考資料編

自転車ネットワーク路線選定の考え方
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参考資料５
自転車ネットワーク路線選定の考え方

①-1 選定の視点
・安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（R6.6，国土交通省道路局 警察庁交通
局）を参考に、自転車ネットワーク計画を策定しました。

・自転車ネットワーク路線は、「需要」や「安全性」の視点および「連続性」を考慮して選
定しています。

①-2 整備形態の考え方
・設定した自転車ネットワーク路線の整備形態（自転車道、自転車専用通行帯、車道混在）
は、規制速度や自動車交通量をもとに選定し、車道幅員等から整備の実現性を加味して決
定しました。

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（R6.6，P.Ⅰ-9）



参考資料編
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②-1 木曽川中流域サイクルツーリズム［視点①］
・木曽川中流域サイクルツーリズムのメインルートは次のとおりです。

N

犬山駅

木津用水駅

富岡前駅

善師野駅

羽黒駅

田県神社前駅

犬山遊園駅

新鵜沼駅

鵜沼宿駅

羽場駅

西可児駅

楽田駅

犬山口駅

栗栖小学校

186
188

27

183

64

16

194

177

【凡例】
サイクルツーリズム
メインルート

図木曽川中流域サイクルツーリズムのメインルート

【延⾧】
全⾧：約9.4km

自転車ネットワーク路線選定の考え方



参考資料編
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②-2 需要［視点②］
・アンケート調査結果（利用経路）から、路線に対して利用位置の点数化を行い、特に自転
車通行の利用が多い箇所を抽出した結果は、次のとおりです。

＜一般市民＞

＜高校生＞

自転車ネットワーク路線選定の考え方



参考資料編
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＜中学生＞

＜需要路線の抽出（一般市民・高校生・中学生の合計）＞

直線OD、また、メッシュ単位で評価しているため、集積する利用経路区間の
うち、前後区間とのつながり（ネットワーク性）を考慮して、代表的な路線
を抽出している。

抽出に
ついて

自転車ネットワーク路線選定の考え方
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③-1 安全性［視点③］（事故危険箇所）
・アンケート調査結果（危険箇所）から、路線に対して事故危険位置の点数化を行い、特に
事故の危険性が高い箇所を抽出した結果は、次のとおりです。

＜一般市民＞

＜高校生＞

自転車ネットワーク路線選定の考え方
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＜中学生＞

メッシュ単位で評価しているため、集積する事故危険区間のうち、前後区間
とのつながり（ネットワーク性）を考慮して、代表的な路線を抽出している。

抽出に
ついて

＜危険路線の抽出（一般市民・高校生・中学生の合計）＞

自転車ネットワーク路線選定の考え方



参考資料編
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③-2 安全性［視点③］（事故実績）
・犬山市内の事故実績のデータ（2020～2024年）から、路線に対して事故発生箇所の点数
化を行い、特に事故が多い箇所を抽出した結果は、次のとおりです。

＜事故路線の抽出＞

＜事故実績（2020～2024年）＞

メッシュ単位で評価しているため、集積する事故危険区間のうち、前後区
間とのつながり（ネットワーク性）を考慮して、代表的な路線を抽出して
いる。

抽出に
ついて

自転車ネットワーク路線選定の考え方



参考資料編
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③-3 路線抽出のまとめ［視点①～③］
・前頁までで整理した、視点①～③で抽出した路線のまとめは次のとおりです。
・また、あおい交通株式会社へのヒアリングによって把握した、『バス運転手目線での“事
故危険箇所”』を合わせて整理しています。

【凡例】
サイクルツーリズムメインルート

R7アンケート調査結果（利用経路）

R7アンケート調査結果（危険箇所）

事故実績（2020～2024年）

バス運転手目線での『事故危険箇所』

自転車ネットワーク路線選定の考え方
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④連続性
・「視点①：サイクルツーリズムルート」「視点②：需要」「視点③：安全性」から抽出し
た路線を、面的なネットワークとして形成するたの路線および対象外路線※を設定しまし
た。

・なお一部、都市計画道路との整合を踏まえ、代替路による見直しを行い、自転車ネットワ
ーク路線を設定しました。

※ネットワークの形成に寄与しない路線

【凡例】

視点①～③に基づいた
自転車ネットワーク路線

ネットワークを形成するための路線

対象外路線

代替路線

小中学校・高校

自転車ネットワーク路線選定の考え方
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⑤自転車ネットワーク路線（最終版）
・最終的な自転車ネットワーク路線は次のとおりです。

N

犬山総合
高等学校

池野小学校

楽田小学校

犬山市南小学校
犬山中学校

犬山西小学校

犬山北小学校

東部中学校

東小学校

今井小学校

羽黒小学校

城東小学校

城東中学校

栗栖小学校

南部中学校

犬山高等学校

犬山駅

186
188

27

木津用水駅

富岡前駅

善師野駅

羽黒駅

田県神社前駅

犬山遊園駅

新鵜沼駅

鵜沼宿駅

羽場駅

西可児駅

楽田駅

犬山口駅

183

64

16

194

177

五郎丸交差点

蝉屋交差点

四日市交差点

大門交差点

犬山駅西交差点

薮下交差点

東専正寺交差点

犬山駅東交差点

警察署前交差点

富岡新町4丁目交差点

梅坪跨線橋北交差点

羽黒交差点

池ノ向交差点
富士橋交差点

五郎丸南交差点

若宮交差点

楽田本町交差点

四季の丘交差点
犬山遊園西交差点

【凡例】

自転車ネットワーク路線（市道）

自転車ネットワーク路線（県道）

サイクルツーリズムメインルート

小中学校・高校

上小針交差点

延⾧ 延⾧
（サイクルルートを除く）

全⾧：約32.6km
県道：約22.3km
市道：約10.3km

全⾧：約23.2km
県道：約16.2km
市道：約 7.0km

全⾧：約9.4km
県道：約6.1km
市道：約3.3km

延⾧
（サイクルルート）

図 自転車ネットワーク路線図（市道・県道区分）

自転車ネットワーク路線選定の考え方
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